
第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第１節 地域特性

素案

圏域では東京全体より高齢化が進んでおり、既に圏域住民の約 人に 人が高齢者となっていま

す。今後一層高齢化が進む中で、医療需要や介護需要はますます増大化していくことが予想されてい

ます。

圏域において住民が安全安心かつ良質な保健医療サービスを利用できるようにするためには、保健

所や市等の行政機関はもちろん、病院・診療所、その他の保健医療関係機関・団体等が、住民の視点

に立って適切に情報を提供していく必要があります。

また、患者中心の医療を実現していくためには、高度急性期から急性期、回復期、慢性期そして在

宅療養に至るまで医療サービスを切れ目なく確保していくことが欠かせません。

保健医療に対する圏域住民の安心や信頼を確保し、住民の状況に応じた質の高いサービスを提供し

ていくためには、圏域における保健医療の現状を踏まえ、各関係機関が自らの機能に応じてその役割

を果たすとともに、相互の連携体制を構築していくことが求められています。

１ 地理的条件

○ 北多摩西部保健医療圏は、多摩地域の中央北部に位置し、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、

東大和市及び武蔵村山市の６市で構成されています。圏域全体の面積は ｋ㎡で、都全体の

約 ％を占めており、多摩川北岸から狭山丘陵の間に広がる市街地、住宅地、都市近郊農地などが

混在する比較的自然が残された地域です。

○ 圏域西端は広大な米軍横田基地に隣接し、圏域南端を多摩川が東西に流れ、圏域北端には東京都

水道局が管理する「村山貯水池」（通称「多摩湖」）があり、四季折々の自然環境に恵まれているエ

リアです。圏域のほぼ中央には、武蔵野台地開墾の源となった玉川上水が東西に流れています。

○ また、立川台地の形成期に多摩川が武蔵野台地を浸食してできた、高さ約 ｍから約 ｍの国

分寺崖線と呼ばれる浸食崖が形成されています。国分寺崖線の北端は武蔵村山市残堀付近から始ま

り、野川の東岸に沿って大田区丸子橋付近まで続いています。

○ 平成 年の地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、圏域内には埼玉県入間郡名栗村か

ら東京都青梅市、立川市を経て府中市に至る全体で約 の長さがある立川断層帯が存在して

いるとされています。
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素案

〇 都は、東京都防災会議に地震部会を設置し、「首都直下地震等による東京の被害想定」の見直し

を行いました（令和 年 月 日公表）。立川断層帯地震は、活断層で発生する地震の一つとし

て設定しているもので、地震調査研究推進本部地震調査委員会の評価によると、今後 年以内の

発生確率は ～２％とされています。発生した場合、その中で多摩地域に大きな影響を及ぼす恐

れのある断層帯地震として、立川断層帯地震を想定地震の一つとして設定しています。

２ 道路・交通

○ 鉄道は 中央線・青梅線が圏域の南部をほぼ東西に横断し、 南武線が立川駅から川崎駅ま

でを南北に結んでいます。また、 中央線・青梅線と南北に交差する形で、東部を 武蔵野線

が通り、西南端部を 八高線が通っています。圏域の北西側中央部には西武拝島線が東西に走っ

ており、ＪＲと同様に都心部への通勤通学に利用されています。 国分寺駅は西武国分寺線及び

西武多摩湖線の起点駅ともなっています。 西国分寺駅も 中央線と 武蔵野線が交差する

駅であり、ともに多くの乗降客に利用されています。

○ 平成 年 月、圏域北部に位置する上北台駅と立川北駅間に多摩都市モノレール線（呼称は

「多摩モノレール」）が開通しました。その後、平成 年 月には多摩センター駅まで延伸し、

多摩モノレールは上北台駅から多摩センター駅までの にわたって多摩地域を南北に結ぶ通

勤・通学の足となっています。多摩モノレールは上北台駅付近を起点として箱根ケ崎方面へ延伸（上

北台～箱根ケ崎：約 ）する計画となっており、都において令和２年度から現地調査及び基

本設計等を実施し、令和４年度から都市計画等の手続を進めています。

○ 「東京都統計年鑑 令和 年」によると、令和４年度の 立川駅の乗者数は、都内 駅の中

で 番目に多く、 日平均 万人を超えています。立川市は、立川駅周辺の再開発等を機に、

商業施設や業務施設など都市機能の集積が進んでおり、多摩地域の中核的な都市となっています。

○ 道路は圏域の北部を東西に新青梅街道と青梅街道が、中央部を東西に五日市街道が、南端に沿っ

て甲州街道・新奥多摩街道及び奥多摩街道が通っています。これら幹線道路を中心に、道路網が整

備されています。
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素案

ｔ

北多摩西部保健医療圏

※国分寺市役所は

令和 年 月に移転予定

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第２節 人口の状況

素案

１ 人口構造と将来予測

○ 令和６年 月 日現在、住民基本台帳による圏域の人口は 人で、都全体の約

を占めています。年齢区分別人口の構成割合では、圏域の年少人口（ 歳から 歳まで）及び老

年人口（ 歳以上・高齢者人口）は、それぞれ １８ 、 ５１ で、都の １ 、 を

若干上回っています。

○ 国勢調査に基づく将来人口推計 によると、都の総人口は令和 年まで増加しますが、圏域の総

人口は令和 年にピークを迎え、その後、減少に転じます。

将来人口推計：都の人口（推計）は、令和 年 月 日現在の国勢調査人口（確定値）を基準とし、これに毎月の住民基本台帳

等の増減数を加えて算出している。

第２節 人口の状況 

【圏域市人口の年齢構成】

【圏域人口の将来推計と増減率】

出典：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（令和６年１月）

出典：東京都総務局「東京都男女年齢（５歳階級）別人口の予測」（令和５年３月）

【圏域６市の人口】

（単位：人）

地 域 人 口

東 京 都

圏 域

立 川 市

昭 島 市

国 分 寺 市

国 立 市

東 大 和 市

武 蔵 村 山 市
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第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第３節 保健医療資源の状況

素案

３ 保健医療従事者の状況

○ 圏域の人口 万人当たりの保健医療従事者数は、歯科衛生士、作業療法士及び診療エックス線

技師を除く各職種で、都を下回っています。

医 師

歯 科 医 師

薬 剤 師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

准 看 護 師

歯 科 衛 生 士

歯 科 技 工 士

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

言 語 聴 覚 士

診 療 放 射 線 技 師

診療エックス線技師

臨 床 検 査 技 師

管 理 栄 養 士

栄 養 士

人口
１０万対

区分
圏域
（人）

東京都
（人）人口

１０万対

○ 圏域の保健医療従事者の数は、保健医療ニーズの増加に伴い、多くの職種で増加傾向にありま

す。平成 年から令和２年にかけて、看護師・准看護師は約 ％増、医師は約 ％増、歯

科医師は約 ％増、薬剤師は約 ％増です。

【保健医療従事者の状況（圏域・東京都）】

【圏域の医療施設（病院・一般診療所・歯科診療所）における保健医療従事者の状況】

出典：厚生労働省「医療施設調査」

出典：厚生労働省「医療施設調査」（令和２年 月 日現在）

人口 万対従事者数の算出基準となる人口は、総務省「国勢調査」（令和２年）を用いた。

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

１ 地域医療構想策定の背景

○ 我が国は、 年（令和７年）以降に、いわゆる団塊の世代の全員が後期高齢者となり、少子

高齢化が更に進展し、医療需要や介護需要の増加が予測されています。今後の医療需要や介護需要

の増大化に対応するため、国及び都道府県では、患者の症状と状態に応じた効率的で質の高い医療

提供体制について、確保し続けることが課題となっています。

○ このような背景から、国は平成 年に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律」（平成 年法律第 号）を制定し、医療法（昭和 年

法律第 号）をはじめとした関係法令を改正しました。

○ 医療法の改正によって、都道府県は医療計画を定める際に「地域医療構想」を策定することが義

務付けられました。この構想は医療の機能に見合った資源の効果的・効率的な配置を促し、高度急

性期や急性期から回復期、慢性期まで、患者の状態に見合った病床でその状態にふさわしい、より

良質な医療サービスが受けられる体制をつくり、将来にわたって医療提供体制を維持し発展させて

いくための方針となるものです。

○ 今後、日本は少子高齢化がますます進展し、医療・介護サービスの需要が増大することを見据え

て、都道府県が策定する「地域医療構想」を基に、高い医療水準と国民皆保険などを確保した持続

可能な社会保障制度を将来の世代へ伝えていく必要があります。

２ 医療法が定める地域医療構想

○ 都道府県は構想区域ごとに、厚生労働省令が定める計算式により算定された、①病床の機能区分

ごとの将来の病床数の必要量、②将来の居宅等における医療の必要量を算出します。

【病床の機能区分】

№ 機 能 内 容

１ 高度急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度

が特に高い医療を提供する機能

２ 急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提

供する機能

３ 回復期機能
急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療や、リハビ

リテーションを提供する機能

４ 慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ また、構想区域ごとに、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する

事項をまとめます。
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第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

３ 東京都地域医療構想

○ 都は、「東京都保健医療計画推進協議会」の下に「東京都地域医療構想策定部会」（以下「部会」

という。）を平成 年 月に設置しました。部会による区市町村及び保険者との意見交換や、医療

機関、医療関係団体、区市町村、保険者等への意見聴取を通じて、協議会は地域の関係者の声を反

映した「東京都地域医療構想」を平成 年 月に策定しました。

○ 「東京都地域医療構想」は、都民、行政、医療機関、保険者など、医療・介護・福祉等に関わる

全ての人が協力し、将来にわたり東京の医療提供体制を維持・発展させていくための方針です。ま

た、「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる『東京』」を実現するための地域医療の

ビジョンです。「東京都地域医療構想」は医療法の規定に基づき、都道府県が医療計画の一部とし

て策定するものとされており、「東京都保健医療計画（令和６年 月改定）」に記載されています。

○ 「東京都地域医療構想」は、「東京の 年の医療 ～グランドデザイン～」を描き、その実

現のために「４つの基本目標」を掲げています。

○ 「東京都地域医療構想」の「構想区域」は、必要な病床の整備を図るとともに、地域における病

床の機能分化及び連携を推進するための単位です。都における「構想区域」は、二次保健医療圏と

同じ 区域です。

○ 都は、「構想区域」ごとに「地域医療構想調整会議」を設置し、「東京都地域医療構想」の実現に

向けて、関係者が地域の現状を把握した上でと課題を抽出し、その課題の解決に向けた検討を行い、

医療機関が自主的に病床の機能分化・連携に取り組むこととしています。

○ 「構想区域」の一つである北多摩西部保健医療圏では、平成 年度に「東京都地域医療構想調

整会議（北多摩西部）」が設置されました。

構成メンバーは、圏域の医療機関、医療関係団体、保険者、市、保健所等です。この会議では、

北多摩西部保健医療圏における病床の配置状況や住民の疾病構造、人口、患者数の将来推計などに

ついて、データを基に現状と課題を共有し、具体的な対応策を検討しています。

№ ４つの基本目標 内 容

Ⅰ
高度医療・先進的な医療提供体

制の将来にわたる進展

大学病院等が集積する東京の「強み」を生かした

医療水準のさらなる向上

Ⅱ
東京の特性を生かした切れ目の

ない医療連携システムの構築

高度急性期から在宅療養に至るまで、東京の医療

資源を最大限活用した医療連携の推進

Ⅲ
地域包括ケアシステムにおける

治し、支える医療の充実

誰もが住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

地域全体で治し、支える「地域完結型」医療の確立

Ⅳ
安心して暮らせる東京を築く⼈

材の確保・育成

医療水準の高度化に資する人材や高齢社会を支

える人材が活躍する社会の実現

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

４ 圏域の状況

○ 圏域における 年（令和７年）の在宅医療等患者数は、 人／日と推計されています。

このうち、訪問診療のみは 人／日です。

○ 「病床機能報告 」によると、令和４年 月 日時点における圏域の医療機能別の病床数（許可

病床）は、高度急性期機能 床、急性期機能 床、回復期機能 床（このうち、一

般病床 床、療養病床 床）、慢性期機能 床（このうち、一般病床 床、療養

病床 床）となっています。

年（令和７年）７月１日時点の予定は、高度急性期機能で 床増加し 床、急性

期機能で 床増加し 床（このうち、一般病床 床、療養病床 床）、回復期機

能で 床減少し 床（このうち、一般病床 床、療養病床 床）、慢性期機能で

床減少し 床（このうち、一般病床 床、療養病床 床）となっています。

○ 一方、「東京都地域医療構想」（平成 年７月）の推計によると、圏域における 年（令

和７年）の病床数の必要量（医療機関所在地ベース）は、高度急性期機能 床、急性期機能

床、回復期機能 床、慢性期機能 床と推計しています。

○ 年（令和７年）における病床数の必要量は推計値であり、今後様々な要因により影響を受

けることに留意する必要があります。そのことを踏まえた上で、圏域では全体的な調整を図りなが

ら、必要な病床数に近づけていくことが求められています。

病床機能報告：医療法に基づき、地域医療構想の策定や医療機能の分化・連携の推進に当たり、一般病床及び療養病床を有する

医療機関が、毎年、自院の有する病床が担う医療機能の現状と将来について、病棟単位で報告する制度

計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

一般病床

療養病床

計

一般病床

療養病床

計

2025年7月1日時点の予定
※

現状
（令和4年7月1日時点）

区分

【 年（令和７年）の医療需要推計（患者住所地ベース）】

在宅医療等患者数 （再掲）訪問診療のみ

東京都 １９７，２７６ １４３，４２８

圏域 ８，１７８ ５，２２６

出典：東京都福祉保健局「東京都地域医療構想」（平成 年７月）

出典：「東京都地域医療構想」（平成 年７月） 東京都福祉保健局

※ 年 月 日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況

出典：東京都保健医療局医療政策部 令和 年度病床機能報告資料に基づき作成

【圏域における医療機能別の病床数（許可病床）】

＜令和４年７月１日時点＞

（単位：人／日）

（単位：床）
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第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

３ 東京都地域医療構想

○ 都は、「東京都保健医療計画推進協議会」の下に「東京都地域医療構想策定部会」（以下「部会」

という。）を平成 年 月に設置しました。部会による区市町村及び保険者との意見交換や、医療

機関、医療関係団体、区市町村、保険者等への意見聴取を通じて、協議会は地域の関係者の声を反

映した「東京都地域医療構想」を平成 年 月に策定しました。

○ 「東京都地域医療構想」は、都民、行政、医療機関、保険者など、医療・介護・福祉等に関わる

全ての人が協力し、将来にわたり東京の医療提供体制を維持・発展させていくための方針です。ま

た、「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる『東京』」を実現するための地域医療の

ビジョンです。「東京都地域医療構想」は医療法の規定に基づき、都道府県が医療計画の一部とし

て策定するものとされており、「東京都保健医療計画（令和６年 月改定）」に記載されています。

○ 「東京都地域医療構想」は、「東京の 年の医療 ～グランドデザイン～」を描き、その実

現のために「４つの基本目標」を掲げています。

○ 「東京都地域医療構想」の「構想区域」は、必要な病床の整備を図るとともに、地域における病

床の機能分化及び連携を推進するための単位です。都における「構想区域」は、二次保健医療圏と

同じ 区域です。

○ 都は、「構想区域」ごとに「地域医療構想調整会議」を設置し、「東京都地域医療構想」の実現に

向けて、関係者が地域の現状を把握した上でと課題を抽出し、その課題の解決に向けた検討を行い、

医療機関が自主的に病床の機能分化・連携に取り組むこととしています。

○ 「構想区域」の一つである北多摩西部保健医療圏では、平成 年度に「東京都地域医療構想調

整会議（北多摩西部）」が設置されました。

構成メンバーは、圏域の医療機関、医療関係団体、保険者、市、保健所等です。この会議では、

北多摩西部保健医療圏における病床の配置状況や住民の疾病構造、人口、患者数の将来推計などに

ついて、データを基に現状と課題を共有し、具体的な対応策を検討しています。

№ ４つの基本目標 内 容

Ⅰ
高度医療・先進的な医療提供体

制の将来にわたる進展

大学病院等が集積する東京の「強み」を生かした

医療水準のさらなる向上

Ⅱ
東京の特性を生かした切れ目の

ない医療連携システムの構築

高度急性期から在宅療養に至るまで、東京の医療

資源を最大限活用した医療連携の推進

Ⅲ
地域包括ケアシステムにおける

治し、支える医療の充実

誰もが住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

地域全体で治し、支える「地域完結型」医療の確立

Ⅳ
安心して暮らせる東京を築く⼈

材の確保・育成

医療水準の高度化に資する人材や高齢社会を支

える人材が活躍する社会の実現

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

４ 圏域の状況

○ 圏域における 年（令和７年）の在宅医療等患者数は、 人／日と推計されています。

このうち、訪問診療のみは 人／日です。

○ 「病床機能報告 」によると、令和４年 月 日時点における圏域の医療機能別の病床数（許可

病床）は、高度急性期機能 床、急性期機能 床、回復期機能 床（このうち、一

般病床 床、療養病床 床）、慢性期機能 床（このうち、一般病床 床、療養

病床 床）となっています。

年（令和７年）７月１日時点の予定は、高度急性期機能で 床増加し 床、急性

期機能で 床増加し 床（このうち、一般病床 床、療養病床 床）、回復期機

能で 床減少し 床（このうち、一般病床 床、療養病床 床）、慢性期機能で

床減少し 床（このうち、一般病床 床、療養病床 床）となっています。

○ 一方、「東京都地域医療構想」（平成 年７月）の推計によると、圏域における 年（令

和７年）の病床数の必要量（医療機関所在地ベース）は、高度急性期機能 床、急性期機能

床、回復期機能 床、慢性期機能 床と推計しています。

○ 年（令和７年）における病床数の必要量は推計値であり、今後様々な要因により影響を受

けることに留意する必要があります。そのことを踏まえた上で、圏域では全体的な調整を図りなが

ら、必要な病床数に近づけていくことが求められています。

病床機能報告：医療法に基づき、地域医療構想の策定や医療機能の分化・連携の推進に当たり、一般病床及び療養病床を有する

医療機関が、毎年、自院の有する病床が担う医療機能の現状と将来について、病棟単位で報告する制度

計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

一般病床

療養病床

計

一般病床

療養病床

計

2025年7月1日時点の予定
※

現状
（令和4年7月1日時点）

区分

【 年（令和７年）の医療需要推計（患者住所地ベース）】

在宅医療等患者数 （再掲）訪問診療のみ

東京都 １９７，２７６ １４３，４２８

圏域 ８，１７８ ５，２２６

出典：東京都福祉保健局「東京都地域医療構想」（平成 年７月）

出典：「東京都地域医療構想」（平成 年７月） 東京都福祉保健局

※ 年 月 日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況

出典：東京都保健医療局医療政策部 令和 年度病床機能報告資料に基づき作成

【圏域における医療機能別の病床数（許可病床）】

＜令和４年７月１日時点＞

（単位：人／日）

（単位：床）
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第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

【 年（令和７年）における病床数の必要量（医療機関所在地ベース）】

高度急性期

機能

急性期

機能

回復期

機能

慢性期

機能

東京都 １５，８５３ ４２，３０２ ３４，６７４ ２１，０５４

圏域 ５９５ １，７８７ １，４５３ １，００１

出典：東京都福祉保健局「東京都地域医療構想」（平成 年７月）

出典：「東京都地域医療構想」（平成 年７月） 東京都福祉保健局

（単位：床）

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第５節 受療状況

素案

１ 圏域の患者の流入･流出の状況

○ 厚生労働省の「患者調査」（令和２年）による圏域の病院（入院）の受療割合をみると、流入患

者割合が ％に対して、流出患者割合が ％に上り、流出超過になっています。また、圏

域住民の圏域内完結率は ％と、都全域の割合 ％を下回っています。

第５節 受療状況 

【流出患者割合（圏内住民の圏域内－圏域外受療割合）】

【流入患者割合（圏内施設における圏域住民－圏域外住民の受療割合）】

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

第 1 章

地域保健医療推進

プランについて

第 1 部

第２部

第 2 章

圏域の保健医療の

現状

第 1 章

健康づくりと保健

医療体制の推進

第 2 章

高齢者及び障害者

施策の推進

第 3 章

健康危機管理体制

の推進

第 4 章

災害時公衆衛生の

体制整備の推進

第 5 章

地域保健医療人材

の育成

参考資料

重点プラン及び

指標

第 6 章

プランの推進体制

第 1 部

第 2 章

圏域の保健医療の

現状

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

26



第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第４節 東京都地域医療構想

素案

【 年（令和７年）における病床数の必要量（医療機関所在地ベース）】

高度急性期

機能

急性期

機能

回復期

機能

慢性期

機能

東京都 １５，８５３ ４２，３０２ ３４，６７４ ２１，０５４

圏域 ５９５ １，７８７ １，４５３ １，００１

出典：東京都福祉保健局「東京都地域医療構想」（平成 年７月）

出典：「東京都地域医療構想」（平成 年７月） 東京都福祉保健局

（単位：床）

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第５節 受療状況

素案

１ 圏域の患者の流入･流出の状況

○ 厚生労働省の「患者調査」（令和２年）による圏域の病院（入院）の受療割合をみると、流入患

者割合が ％に対して、流出患者割合が ％に上り、流出超過になっています。また、圏

域住民の圏域内完結率は ％と、都全域の割合 ％を下回っています。

第５節 受療状況 

【流出患者割合（圏内住民の圏域内－圏域外受療割合）】

【流入患者割合（圏内施設における圏域住民－圏域外住民の受療割合）】

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

第 1 章

地域保健医療推進

プランについて

第 1 部

第２部

第 2 章

圏域の保健医療の

現状

第 1 章

健康づくりと保健

医療体制の推進

第 2 章

高齢者及び障害者

施策の推進

第 3 章

健康危機管理体制

の推進

第 4 章

災害時公衆衛生の

体制整備の推進

第 5 章

地域保健医療人材

の育成

参考資料

重点プラン及び

指標

第 6 章

プランの推進体制

第 1 部

第 2 章

圏域の保健医療の

現状

第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第５節 受療状況

27



第１部 総論｜第２章 圏域の保健医療の現状｜第５節 受療状況

素案

２ 疾病ごとの患者の流入･流出状況

○ 厚生労働省の「患者調査」（令和２年）

によると、圏域における入院患者の主要

傷病別流入流出状況は、糖尿病の流入率

及び脳血管疾患の流出率 が ％以上と

なっており、その他の傷病では流入・

流出率ともに ％以内に収束してい

ます。

３ 外来医療の状況

○ 圏域における人口 万人当たりの外来

患者延数 は 万人で、全国及び都平均

を下回っています。

○ 市別でみると、立川市では 万人で、

全国及び都平均を上回っていますが、その

他の市は全て全国及び都平均を下回ってい

ます。

○ 圏域における人口 万人当たりの外来

施設数は 施設で、全国及び都平均

を下回っています。

○ 市別でみると、国立市では 施設で、

全国及び都平均を上回っています。武蔵村

山市では 施設で、都平均の約４割と

なっています。

流入率：当該圏域内の医療施設を利用している患者のうち、当該圏域外に住所を持つ患者の割合

流出率：当該圏域に住所を持つ患者のうち、当該圏域外の医療施設を利用している患者の割合

市別の患者数は、実際の患者の所在地ではなく、当該市に所在する医療機関が算定した医科レセプトの算定回数に基づく。

【疾病ごとの患者の流入・流出状況】

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

【人口 万人当たりの外来患者延数】

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

【人口 万人当たりの外来施設数】

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

○ 圏域における 歳以上人口千人当たりの往診及び訪問診療患者延数 （医科レセプトの月平

均算定回数）は、それぞれ全国平均を上回っています。

○ 市別でみると、立川市及び国立市では、往診・訪問診療患者延数共に、全国及び都平均を上

回っています。

○ 圏域における 歳以上人口千人当たりの往診及び訪問診療実施施設数（月平均施設数）は、

それぞれ全国及び都平均を下回っています。

○ 市別でみると、国立市では、往診・訪問診療実施施設数共に、全国及び都平均を上回ってい

ます。

市別の患者数は、実際の患者の所在地ではなく、当該市に所在する医療機関が算定した医科レセプトの算定回数に基づく。

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）

【 歳以上人口千人当たりの往診及び訪問診療患者延数】

【 歳以上人口千人当たりの往診及び訪問診療実施施設数】

出典：「東京都保健医療計画」（令和６年３月改定）
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